
　平成30年度　（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

高　　石　　市

情報公開制度、個人情報保護制度及び行政不服審査制度の運用状況



１．実施機関別処理状況
請求件数 決定件数 公開 部分公開 非公開 不存在 請求拒否 取下げ

35 37 10 23 4

4 4 2 2

6 7 2 4 1

17 18 2 13 3

8 8 4 4

3 3 2 1

1 1 1

42 44 9 9 2 24

1 1 1

82 86 22 34 2 28

  ※　請求件数は、受理日が期間内に存するものの件数を表しています。　※　１件の請求に対し、複数の決定を行う場合があります。

情報公開制度の運用状況
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）
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固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会

教 育 委 員 会

市 長 （ 水 道 事 業 管 理 者 ）

計



２．請求者の内訳

人数

7

4

5

16

※　実人数を記載しています。

３．非公開部分の決定理由内訳

該当数

23

1

22

22

1

69

４．審査請求の状況

前年度 30年度 処理件数 一部

から繰越 申立て 認容

4 1 3 4 4

請求者の区分

市の区域内に住所を有する方

市の区域内に事務所又は事業所を有する個人、法人、その他の団体

市の区域外に住所を有する方

市の区域外に事務所又は事業所を有する個人、法人、その他の団体

そ　　の　　他

合　　　計

条例適用条項

第７条第１号（法人等情報）

第７条第２号（審議、検討、協議に関する情報）

第７条第３号（事務事業執行情報）

第７条第４号（公共の安全情報）

第７条第５号（非公開条件付情報）

第８条第１号（個人情報）

第８条第２号（法令秘情報）

合　　　計

※　１件の決定に対して、非公開部分が,複数存在する場合があります。

内訳 内訳

件数
令和元年
度への繰
越件数認容 棄却 却下 取下げ



１．個人情報取扱事務の件数（実施機関別） （平成31年3月31日現在）

２．個人情報保護審査会への諮問・答申件数

諮問 答申 諮問 答申 諮問 答申 諮問 答申 諮問 答申

4 4 1 1 2 2 1 1

３．個人情報の開示請求等の件数

※　請求件数は、受理日が期間内に存するものの件数を表しています。

４．開示請求の内訳

請求件数 決定件数 開示 部分開示 非開示 不存在 請求拒否 取下げ

11 11 6 5

※　１件の請求に対し、複数の決定を行う場合があります。

５．審査請求の状況

期間中に審査請求はありませんでした。

個人情報保護制度の運用状況
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

合計 個人情報の収集 目的外利用 外部提供 結合

合計 開示請求 訂正請求 利用停止請求 是正の申出

11 11

合計 市長
教　育
委員会

選挙管理
委員会

監査
委員

公　平
委員会

農　業
委員会

固定資産
評価審査
委員会

市長(水道
事業管理

者)
議会

273 202 50 3 1 1 7 1 4 4



１．審査請求（情報公開制度及び個人情報保護制度を除く。）の状況

前年度 30年度 処理件数 一部

から繰越 申立て 認容

2 2 2

行政不服審査制度の運用状況
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

内訳 内訳

件数
令和元年
度への繰
越件数認容 棄却 却下 取下げ



情報公開制度

公開請求一覧表

番号 受理日 請求内容 公文書件名 所管課 期限 決定日 通知日 決定 条文 公開日

1 H30.5.7

平成30年4月11日に平成30年2月22日付けの審査請求に係る事件
に関して処分庁である高石市教育委員会に対して、行政不服審
査法第31条による口頭意見陳述及び質問等が行なわれたが、高
石市教育委員会が当日のその内容について作成した記録文書や
要約書や報告書など一式

高石教委社第126号（平成30年4月23日決
裁）「口頭による意見陳述及び発問の要旨
（平成30年4月11日開催）」の起案文書一式

社会教育課 H30.5.21 H30.5.10 H30.5.10
部分
公開

8-1 H30.5.11

2 H30.5.7

平成30年4月12日審査庁高石市教育委員会名の裁決書（高石教
委社第61号）に係る裁決に関与した者すべて及びその所属と職
名と氏名のわかる文書すべて

高石教委社第61号（平成30年4月12日決裁）
「審査請求（H29.12.13）に係る「裁決書」
について」の起案用紙 社会教育課 H30.5.21 H30.5.10 H30.5.10 公開 H30.5.11

3 H30.5.7

平成29年(行コ)第138号/高石市立羽衣保育所廃止処分取消等請
求控訴事件に係る大阪高等裁判所の判決書

平成29年(行コ)第138号　高石市立羽衣保育
所廃止処分取消等請求控訴事件（原審・大
阪地方裁判所平成25年(行ウ)第178号） 子育て支援課 H30.5.21 H30.5.18 H30.5.18

部分
公開

8-1 H30.5.18

4 H30.5.11

災害時用臨時ヘリポート整備工事の金入設計図書 ・高師浜野球場詳細図
・工事価格内訳明細書
・直接工事費計内訳明細書 建築住宅課 H30.5.25 H30.5.18 H30.5.18 公開 H30.5.22

5 H30.5.14

高石市立ふれあいゾーン複合センターの指定管理者（コナミス
ポーツライフ）のH28年度の収入の各区分の詳細が分かる資
料。各運営の区分の詳細資料・人件費・事務費・光熱水費の事
業経費の内訳と領収書類。本社費の積算根拠。

指定施設の管理に係る業務及び経理状況

健幸づくり課
H30.5.28

延長
Ｈ30.6.12

H30.6.12 H30.6.12
部分
公開

7-1
7-4
8-1

H30.6.13

6 H30.5.14

平成29年11月30日付け高石教委社第1412号による公文書非公開
決定について、平成30年2月22日に審査請求された高石市教育
委員会が、この件について高石市情報公開審査会に諮問した文
書（但し、添付文書である弁明書の写しを除く）

諮問第77号、高石教委社第2054号（平成30
年3月27日）「諮問書」

社会教育課 H30.5.28 H30.5.21 H30.5.21 公開 H30.5.22

7 H30.5.14

平成30年2月22日付けの審査請求の事件に関して高石市教育委
員会が審査請求人に対して「口頭による意見陳述及び発問の要
旨（平成30年4月11日開催）」の送付について平成30年4月中に
通知した文書 社会教育課 H30.5.28 H30.5.21 H30.5.21

不存
在



番号 受理日 請求内容 公文書件名 所管課 期限 決定日 通知日 決定 条文 公開日

8 H30.5.16

平成28年度及び平成29年度中に実施機関たる高石市長あてに提
出された公文書公開請求書のうち、高石市情報公開条例第6条
第2項の規定により高石市長名で発せられた公文書公開請求補
正通知書すべて 総務課 H30.5.30 H30.5.18 H30.5.18

不存
在

9 H30.5.18

平成28年度中及び平成29年度4月から9月までの間に実施機関で
ある高石市教育委員会あてに提出された公文書公開請求書のう
ち、高石市情報公開条例第6条第2項の規定により高石市教育委
員会名で発せられた公文書公開請求補正通知書すべて 社会教育課 H30.6.1 H30.5.21 H30.5.21

不存
在

10 H30.5.21

健幸リビングラボによる・ワークショップ開催内容詳細←日
時・参加者数・参加企業などの分かる資料
・コワーキングスペースとしての活用状況
・企業による時間占用利用状況
・人材バンク登録者数及び企業とのマッチング数とその内容

平成29年度高石健幸リビング・ラボの運営
状況

健幸づくり課 H30.6.4 H30.6.4 H30.6.4 公開 H30.6.4

11 H30.5.21

健幸リビングラボに関するＢＣＣへの業務委託に関する契約書
及び仕様書など契約に関わる全ての事項のわかるもの

・高石健幸リビング・ラボ事業等管理運営
業務委託年度契約書
・高石健幸リビング・ラボ事業等管理運営
業務に関する基本協定

健幸づくり課 H30.6.4 H30.6.4 H30.6.4
部分
公開

7-1
7-4

H30.6.4

12 H30.5.21

2017年度リビングラボワークショップ等運営費・委託料の詳細
がわかる資料

・高石健幸リビング・ラボ管理運営業務委
託契約書
・平成29年度高石市健幸のまちづくり協議
会歳出予算書

健幸づくり課 H30.6.4 H30.6.4 H30.6.4
部分
公開

7-1
7-4

H30.6.4

13 H30.5.21

2018年5月17日・18日に開催されたＳＷＣ協議会首長研究会の
内容及び高石市としての報告内容がわかる資料

第18回SWC首長研究会配布資料

健幸づくり課 H30.6.4 H30.6.4 H30.6.4 公開 H30.6.4

14-1 H30.5.28

平成29年中の登記異動修正済の、地番図shapeデータ。
※　地番の他、字界・字名・家屋外形の情報も付加可能であれ
ばお願いします。
※　最新版に更新される毎年の時期についてと、測地成果
（JGD2000、JGD2011 等）についてご回答をお願いします。
※　地番や字名等について、コード表記等による読み替え等を
行っている場合は、それを読み替えるための資料もお願いしま
す。

平成30年1月1日時点の土地データ

税務課 H30.6.11 H30.6.1 H30.6.1 公開 H30.6.1



番号 受理日 請求内容 公文書件名 所管課 期限 決定日 通知日 決定 条文 公開日

14-2 H30.5.28

平成29年中の登記異動修正済の、地番図shapeデータ。
※　地番の他、字界・字名・家屋外形の情報も付加可能であれ
ばお願いします。
※　最新版に更新される毎年の時期についてと、測地成果
（JGD2000、JGD2012 等）についてご回答をお願いします。
※　地番や字名等について、コード表記等による読み替え等を
行っている場合は、それを読み替えるための資料もお願いしま
す。

字界・字名

市民課 H30.6.11 H30.5.29 H30.6.1 公開 H30.6.1

15 H30.5.29

高石市鴨公園防災体育館新築工事（外構工事1及び2）竣工図
施設及び植栽平面図

高石市鴨公園防災体育館新築工事（外構工
事1）竣工図
高石市鴨公園防災体育館新築工事（外構工
事2）竣工図

土木公園課 H30.6.12 H30.6.5 H30.6.5 公開 H30.6.7

16 H30.6.5

平成30年2月22日付けの審査請求書に係る裁決（平成30年5月31
日付け・高石教委社第332号）に関与した者すべて及びその所
属と職名と氏名のわかる文書すべて

高石教委社第332号（平成30年5月31日決
裁）「審査請求（H.30.2.22)に係る「裁決
書」について」の起案用紙 社会教育課 H30.6.19 H30.6.7 H30.6.7 公開 H30.6.7

17 H30.6.5

政務活動費　収支報告書一式　H29年度(H29.4.1～H30.3.31)
市議全員(全て)

平成29年度　政務活動費収支報告書

議会事務局 H30.6.19 H30.6.7 H30.6.7
部分
公開

7-1
7-4
8-1

H30.6.13

18 H30.6.14

・わが事丸ごとに関する2017年度の国への報告書及び2018年度
の交付申請書、提出書類一式
・2017年度の国からの交付決定通知書

・「我が事・丸ごと」の地域づくり推進支
援事業　支出済額内訳及び事業実績報告
・平成30年度地域共生社会の実現に向けた
包括的支援体制構築事業協議書
・平成30年度地域共生社会の実現に向けた
包括的支援体制構築事業見積書
・高石市健幸のまちづくり条例
・平成29年度生活困窮者就労準備支援事業
費等補助金交付決定通知書

社会福祉課 H30.6.28 H30.6.27 H30.6.27
部分
公開

7-1
7-4
8-1

H30.6.28

19 H30.6.14

わが事丸ごとに関する事業の社会福祉協議会との委託契約内容
のわかる文書一式（契約書・仕様書など）2017年・2018年

平成29年度「我が事・丸ごと」の地域づく
り推進事業業務委託契約書
平成30年度「我が事・丸ごと」の地域づく
り推進事業業務委託契約書

地域包括ケア推進課 H30.6.28 H30.6.27 H30.6.27
部分
公開

7-1
7-4

H30.6.28

20 H30.6.14

地方創生推進交付金の2017年度分の国に提出した実績報告書及
び2018年度分交付申請書

・平成29年度地方創生推進交付金実績報告
書及び添付資料
・平成30年度地方創生推進交付金申請書及
び添付資料

総合政策課 H30.6.28 H30.6.28 H30.6.28
部分
公開

7-1
7-4
8-1

H30.6.28



番号 受理日 請求内容 公文書件名 所管課 期限 決定日 通知日 決定 条文 公開日

21 H30.6.25

・H30年度高石市健幸のまちづくり協議会総会資料
・高石市と健幸のまちづくり協議会との間で結ばれた協定の内
容がわかるもの全て。協定書など

・高石市健幸のまちづくり協議会総会及び
合同分科会次第
・平成30年度高石市健幸のまちづくり協議
会事業計画書(案)
・平成30年度高石市健幸のまちづくり協議
会予算書(案)
・高石市健幸のまちづくり協議会規約
・健幸のまちづくり事業連携協定書

健幸づくり課 H30.7.9 H30.7.9 H30.7.9
部分
公開

7-1
7-4

H30.7.11

22 H30.6.26

平成30年3月9日付けで高石市の住民が高石市教育委員会に対し
て公文書公開請求補正通知書（平成30年3月7日付け・高石教委
社第1948号）に関して、高石市教育委員会が補正を必要とする
理由を明記した補正通知書を送付する意思が有るか無いかを照
会したが、これに対して高石市教育委員会がその意思の有無を
記載して、当該市民に回答した文書

社会教育課 H30.7.10 H30.6.29 H30.6.29
不存
在

23 H30.7.6

平成30年3月9日付けで高石市の住民が高石市教育委員会に対し
て「公文書公開請求補正通知書（平成30年3月7日付け・高石教
委社第1948号）の取下げ依頼又は貴殿の補正の意思の有無の照
会について」という標題の文書を送付したが、当該文書の高石
市教育委員会内部での収受・供覧・決裁等の処理過程のわかる
文書すべて

高石教委社第2018号（平成30年3月20日決
裁）「公文書非公開決定通知書」の起案文
書及び「公文書公開請求補正通知書（平成
30年3月7日付け・高石教委社第1948号）の
取下げ依頼又は貴殿の補正の意思の有無の
照会について」

社会教育課 H30.7.20 H30.7.11 H30.7.12
部分
公開

8-1 H30.7.12

24 H30.7.10

平成30年高石市立羽衣保育所廃止処分取消等請求上告事件に関
する申立書

上告状兼上告受理申立書
上告状兼上告受理申立訂正申立書

子育て支援課 H30.7.24 H30.7.24 H30.7.24
部分
公開

7-1
7-4
8-1

H30.7.25

25 H30.7.11

境界画定図　高石市高師浜三丁目430番1、431番1、433番3 境界確定図　高石市高師浜三丁目430番1、
431番1、433番3 連立街路河川課 H30.7.25 H30.7.20 H30.7.20

部分
公開

7-1
7-4
8-1

H30.7.20

26 H30.7.11

健幸のまちづくり事業連携協定書第8条に基づく実績報告（事
業報告書・収支決算書事業報告書・その他甲が必要と認める書
類） 健幸づくり課 H30.7.25 H30.7.25 H30.7.25

不存
在

27 H30.7.11

市長、市議会議員にかかる選挙公営、公営外支出のわかるもの
一切

・高石市議会議員・市長選挙にかかる選挙
運動用自動車等の公費負担の支出について
【1回目】
・選挙運動用葉書の公営負担について
・高石市議会議員・市長選挙にかかる選挙
運動用自動車等の公費負担の支出について
【2回目】

選挙管理委員会 H30.7.25 H30.7.25 H30.7.25
部分
公開

7-1
7-4
8-1

H30.7.26



番号 受理日 請求内容 公文書件名 所管課 期限 決定日 通知日 決定 条文 公開日

28 H30.7.17

高石市教育委員会が平成30年7月9日付け・高石教委社第573号
で発した「口頭による意見陳述における質問の回答について」
という標題の公文書の起案や決裁の処理過程のわかる文書すべ
て

高石教委社第573号（平成30年7月9日決裁）
「口頭による意見陳述及び発問の要旨（平
成30年6月22日開催）」の起案文書一式

社会教育課 H30.7.31 H30.7.26 H30.7.26
部分
公開

8-1 H30.7.30

29 H30.8.1

公文書不存在による非公開決定通知書(平成30年6月29日付け・
高石教委社第516号)の中の決定の理由が＜相当に詳細で十分に
具体的な内容＞でなかったので、高石市の住民が平成30年7月
13日付けで高石市教育委員会に対して、「平成30年3月9日付け
で貴殿に対して公文書公開請求補正通知書（平成30年3月7日付
け・高石教委社第1948号）に関して、高石市教育委員会が公文
書を特定するに足りる事項の記載がないとする理由を明記した
補正通知書を送付する意思が有るか無いかを照会したところ、
これに対して貴殿がその意思の有無を記載した回答文書を作成
しなかった理由はいかなるものかについて（照会）」という標
題の照会文書を提出したところ、高石市教育委員会がこれに対
してその理由を明記して当該市民に回答した文書

社会教育課 H30.8.15 H30.8.9 H30.8.9
不存
在

30 H30.8.1

行政不服審査法第31条第5項の規定に基づく質問が平成30年6月
22日に処分庁である高石市教育委員会に発せられ、後日処分庁
は文書で回答したが、[質問2]について回答もれがあったの
で、高石市の住民が平成30年7月16日付けで高石市教育委員会
に対して、「「公文書公開請求書」の中の請求する公文書の内
容が、公文書を特定するに足りる事項の記載であると貴殿が判
断する場合の判断基準はいかなるものかについて（照会）」と
いう標題の照会文書を提出したところ、高石市教育委員会がそ
の判断基準を明記して当該市民に回答した文書

社会教育課 H30.8.15 H30.8.9 H30.8.9
不存
在

31 H30.8.22

　平成30年8月10日付け・高石総総第710号の「口頭意見陳述の
実施について」という標題の文書の起案・決裁過程のわかる文
書すべて

・高石総総第710号　諮問第78号に係る口頭
意見陳述を実施しない旨の通知について
起案文書
・口頭意見陳述の実施について 総務課 H30.9.5 H30.8.30 H30.8.30

部分
公開

8-1 H30.8.30



番号 受理日 請求内容 公文書件名 所管課 期限 決定日 通知日 決定 条文 公開日

32 H30.8.24

創業型コミュニティカフェ支援事業の業務委託の変更契約書
（仕様書なども含む書面一式）

創業型コミュニティカフェ支援事業業務委
託変更契約書

地域包括ケア推進課 H30.9.7 H30.9.7 H30.9.7
部分
公開

7-1
7-4

H30.9.7

33 H30.8.24

創業型コミュニティカフェ運営支援協議会議事録及び提出資料
（本日までの開催分全て）

地域包括ケア推進課 H30.9.7 H30.9.7 H30.9.7
不存
在

34 H30.8.28

平成30年1月1日から30年6月30日までに付定のあった高石市住
居表示に関する条例第3条・同規則に基づく住居表示実施地区
の新築届、付番通知書等、新設物件の付定日（受付日）・町
名・住居番号・地番の明記されている資料（氏名部分は必要あ
りません。）下記見本参照（※1）と該当の住居表示台帳又は
位置図（※1との繋がりが分かるよう付定日等明記願いま
す。）

高石市住居表示図、新築届綴の目次

市民課 H30.9.11 H30.8.28 H30.8.29
部分
公開

8-1 H30.8.29

35 H30.8.30

平成30年8月12日付けで審査請求人が高石市教育委員会に提出
した「貴殿の作成した「口頭による意見陳述における質問の回
答について」（平成30年7月9日付け・高石教委社第573号）と
いう標題の回答文書の中の疑義について（照会）」という標題
の文書の収受・供覧・決裁等の処理過程のわかる文書一式

高石教委社第765号（平成30年8月22日決
裁）『貴殿の作成した「口頭による意見陳
述における質問の回答について」（平成30
年7月9日付け・高石教委社第573号）という
標題の回答文書の中の疑義について（照
会）』の起案文書一式

社会教育課 H30.9.13 H30.9.12 H30.9.12
部分
公開

8-1 2018/9/12

36 H30.9.4
昭和56年度以降の減免綴の目次 昭和56年度以降の減免綴の目次

税務課
H30.9.18

延長
H30.10.3

H30.10.3 H30.10.3
部分
公開

7-1
8-1
8-2

H30.10.5

37 H30.8.29

平成30年3月1日付けで、高石市の住民が高石市教育委員会に対
して特定の回答文書の公文書公開請求をしたが、これに対する
決定通知書の中に「・・・であるから、請求対象文書を客観的
に特定するに足りる事項の記載がありません」という記載のあ
る決定通知書 社会教育課 H30.9.12 H30.9.12 H30.9.12

不存
在



番号 受理日 請求内容 公文書件名 所管課 期限 決定日 通知日 決定 条文 公開日

38 H30.9.20

「高石市健幸のまちづくり協議会」に関するH29年度決算書と
H30年度予算の資料の全て。H29年度、H30年度の「健幸ポイン
ト事業運営」の契約書と基本協定書。H29年度、H30年度の「健
幸リビ・ラボ事業運営」の契約書と基本協定書。H29年度、H30
年度の「健幸フェス・マルシェ」の契約書と基本協定書。

・平成29年度高石市健幸のまちづくり協議
会決算書
・平成30年度高石市健幸のまちづくり協議
会事業計画書
・平成30年度高石市健幸のまちづくり協議
会予算書
・平成30年度高石市健幸のまちづくり協議
会補正予算書
・平成30年度高石市健幸のまちづくり協議
会補正後予算書
・高石健幸ポイント事業運営業務に係る基
本協定書
・平成29年度高石健幸ポイント事業運営業
務年度契約書
・平成30年度高石健幸ポイント事業運営業
務年度契約書
・平成29年度高石健幸リビング・ラボ管理
運営業務委託契約書
・高石健幸リビング・ラボ事業等管理運営
業務に関する基本協定書
・平成30年度高石健幸リビング・ラボ事業
等管理運営業務委託年度契約書
・健幸フェスティバル＆高石マルシェ会場
設営等業務委託契約書
・健幸フェスティバル＆高石マルシェ告知
ポスター制作業務委託契約書
・健幸フェスティバル＆高石マルシェ折り
込みチラシ制作業務委託契約書
・物品購入契約書

健幸づくり課 H30.10.4 H30.10.4 H30.10.4
部分
公開

7-1
7-4

H30.10.10



番号 受理日 請求内容 公文書件名 所管課 期限 決定日 通知日 決定 条文 公開日

39 H30.9.20

・「高石市健幸のまちづくり協議会」の事務の管理及び執行に
関する規程等取扱いを定めた文書と事務執行の職員に関する文
書。
・「健幸ポイント事業・リビ・ラボ事業・フェス・マルシェ事
業」の委託先を決定した際の一切の文書、資料。
・「健幸ポイント事業」の「応援団チームT」の規約等組織に
関する一切の文書と責任者の氏名。

・高石市健幸のまちづくり協議会規約
・高石市健幸のまちづくり協議会健幸づく
り事業分科会運営規程
・高石市健幸のまちづくり協議会健幸リビ
ング・ラボ運営分科会運営規程
・高石市健幸のまちづくり協議会健幸フェ
スティバル＆高石マルシェ分科会運営規程
・高石市健幸のまちづくり協議会財務処理
規程
・高石市健幸のまちづくり協議会文書取扱
規程
・健幸ポイント事業委託業務提案書一式
（株式会社タニタヘルスリンク）
・健幸ポイント事業委託業務提案書一式
（日本郵便株式会社）
・平成29年度健幸リビング・ラボ管理運営
業務提案書一式（株式会社オージス総研）
・平成29年度健幸リビング・ラボ管理運営
業務提案書一式（BCC株式会社）
・平成30年度健幸のまちづくり協議会健幸
リビング・ラボ管理運営業務提案書一式
（BCC株式会社）

健幸づくり課 H30.10.4 H30.10.4 H30.10.4
部分
公開

7-1
7-4
8-1

H30.10.10

40-1 H30.9.20

「高石市健幸まちづくり協議会」が実施している3事業を委託
している企業の経営内容が分かる文書。
「健幸ポイント事業」を受託している「タニタ」、「凸版」、
「松竹」が任っている事業が分かる一切の文書。
のうち「健幸ポイント事業」を受託している「タニタ」、「凸
版」、「松竹」が任っている事業が分かる一切の文書。

・健幸ポイント事業委託業務提案書一式
（株式会社タニタヘルスリンク）
・健幸ポイント事業委託業務提案書一式
（日本郵便株式会社）
・平成29年度健幸リビング・ラボ管理運営
業務提案書一式（株式会社オージス総研）
・平成29年度健幸リビング・ラボ管理運営
業務提案書一式（BCC株式会社）
・平成30年度健幸のまちづくり協議会健幸
リビング・ラボ管理運営業務提案書一式
（BCC株式会社）

健幸づくり課 H30.10.4 H30.10.4 H30.10.4
部分
公開

7-1
7-4
8-1

H30.10.10



番号 受理日 請求内容 公文書件名 所管課 期限 決定日 通知日 決定 条文 公開日

40-2 H30.9.20

「高石市健幸まちづくり協議会」が実施している4事業を委託
している企業の経営内容が分かる文書。
「健幸ポイント事業」を受託している「タニタ」、「凸版」、
「松竹」が任っている事業が分かる一切の文書。
のうち「高石市健幸まちづくり協議会」が実施している4事業
を委託している企業の経営内容が分かる文書。

健幸づくり課 H30.10.4 H30.10.4 H30.10.4
不存
在

41 H30.9.21

「高石市健幸づくり協議会」の行う3事業（健幸ポイント、リ
ビ・ラボ、マルシェ）のプロポーザルの全部が分かる資料。各
企業から提案された内容の分かる資料。

・健幸ポイント事業委託業務提案書一式
（株式会社タニタヘルスリンク）
・健幸ポイント事業委託業務提案書一式
（日本郵便株式会社）
・平成29年度健幸リビング・ラボ管理運営
業務提案書一式（株式会社オージス総研）
・平成29年度健幸リビング・ラボ管理運営
業務提案書一式（BCC株式会社）
・平成30年度健幸のまちづくり協議会健幸
リビング・ラボ管理運営業務提案書一式
（BCC株式会社）

健幸づくり課 H30.10.5 H30.10.4 H30.10.4
部分
公開

7-1
7-4
8-1

H30.10.10

42 H30.9.21

健幸のまちづくり事業連携協定書第8条に基づく実績報告（事
業報告書、収支決算事業報告書、その他甲が必要と認める書
類）

・平成29年度健幸のまちづくり事業連携負
担金事業報告書
・平成29年度高石市健幸のまちづくり協議
会事業報告書
・平成29年度高石市健幸のまちづくり協議
会決算書

健幸づくり課 H30.10.5 H30.10.4 H30.10.4
部分
公開

7-1
7-4

H30.10.10

43 H30.10.11

平成31年度使用　中学校教科用図書採択に関する資料(特別の
教科「道徳」）・選定委員会　会議録、日程、名簿　・調査委
員会　報告書、名簿

第1回～第3回　高石市立義務教育諸学校教
科用図書選定委員会　会議録
平成31年度使用教科用図書選定資料作成委
員・調査員一覧
平成31年度使用中学校用教科用図書選定に
係る調査報告書

学校教育課 H30.10.25 H30.10.16 H30.10.16 公開 H30.10.25

44 H30.10.23

＜平成30年5月16日付けの審査請求＞に係る高石市情報公開審
査会の答申書であって、「審査会の判断」の項目立てに於い
て、＜本件請求内容が実施機関の見解を求めるものであるから
公文書を特定する事項の記載が無いとした実施機関の判断に
は、一定の合理性がある＞とする理由や根拠の記載のある答申
書

社会教育課 H30.11.6 H30.10.30 H30.10.30
非公
開



番号 受理日 請求内容 公文書件名 所管課 期限 決定日 通知日 決定 条文 公開日

45 H30.10.23

＜平成30年5月16日付けの審査請求＞に係る高石市情報公開審
査会の答申書であって、「審査会の判断」の項目立てに於い
て、審査請求人の反論書(4)［注：平成30年8月6日付け］の中
の＜「請求内容は、ある事柄に関する実施機関の見解を求める
ものである」と「請求内容は、公文書を特定するに足りる事項
の記載でない［又は、である］」とは、独立した関係にあり、
原因・結果の関係にないからである。＞という記述について、
審査会によってなされた検討や批判の記載のある答申書

社会教育課 H30.11.6 H30.10.30 H30.10.30
非公
開

46 H30.10.26

＜高石市情報公開審査会の答申第1号（諮問第1号）から答申第
57号（諮問第78号）までの行政不服審査法による不服申立事件
＞に係る高石市情報公開条例第22条第1項に規定する口頭意見
陳述の実施について、高石市情報公開審査会が不服申立人（異
議申立人又は審査請求人）に対して実施しない旨を通知した文
書すべて

平成30年8月10日付け高石総総第710号
口頭意見陳述の実施について

総務課 H30.11.9 H30.10.29 H30.10.29
部分
公開

8-1 H30.10.29

47 H30.10.26

平成30年3月20日付けの高石市教育委員会名の公文書非公開決
定通知書（高石教委社第2018号）に係る決定に関与した者すべ
て及びその所属と職名と氏名のわかる文書すべて

高石教委社第2018号（平成30年3月20日決
裁）「公文書非公開決定通知書（H30.3.1○
○○○）」の起案文書一式

社会教育課 H30.11.9 H30.11.6 H30.11.7
部分
公開

8-1 H30.11.8

48 H30.10.29

平成30年1月11日に＜平成29年12月13日付けの審査請求に係る
事件＞に関して、行政不服審査法第31条第5項に基づき、処分
庁である高石市教育委員会に対して複数の質問が発せられた
が、そのうちの［質問6］に対して同委員会が、所定の形式で
回答した文書
備考　［質問6］に係る実施機関の規定した所定の形式は、当
然ながら存在しない（注：典拠は、平成30年7月9日付け・高石
教委社第573号の回答文書である。）。所定の形式が審査請求
人の規定したものであることは、いわずもがなのことである。
このことは［質問6］を直接に聞いた処分庁にとっては自明の
ことであろう。

社会教育課 H30.11.12 H30.11.5 H30.11.5
不存
在

49 H30.10.29

生産緑地地区の指定状況（所在地番一覧） 高石市生産緑地地区一覧表

都市計画課 H30.11.12 H30.11.5 H30.11.5 公開 H30.11.6



番号 受理日 請求内容 公文書件名 所管課 期限 決定日 通知日 決定 条文 公開日

50 H30.11.2

公文書公開請求補正通知書（平成30年10月16日付け高石教委社
第1097号）を送付してきた高石市教育委員会に対して、公文書
公開請求者が平成30年10月18日付けで、「公文書公開請求補正
通知書に係る理由開示請求書」という標題で、同補正通知書に
ついて、「①「補正を要する事項」欄　同欄に「公文書公開請
求書に記載された請求する公文書の件名又は内容は、下欄「補
正の参考となる情報」の該当する可能性のある公文書として示
す「平成30年9月18日付け高石市情報公開審査会答申第57号」
であるか否か判断できません」とする理由の記載がありませ
ん。その理由は何なのでしょうか。それを具体的にかつ明晰に
明らかにして下さい。」という内容の文書を送付したが、これ
に対して高石市教育委員会が、その理由を記述して回答した文
書

社会教育課 H30.11.16 H30.11.13 H30.11.14
不存
在

51 H30.11.2

公文書公開請求補正通知書（平成30年10月16日付け高石教委社
第1097号）を送付してきた高石市教育委員会に対して、公文書
公開請求者が平成30年10月18日付けで、「公文書公開請求補正
通知書に係る理由開示請求書」という標題で、同補正通知書に
ついて、「②「補正の参考となる情報」欄　同欄に「（該当す
る可能性のある公文書）」が「平成30年9月18日付けの高石市
情報公開審査会答申第57号」との主旨の記載があるが、貴殿が
そのように判断する理由の記載がありません。その理由は何な
のでしょうか。それを具体的にかつ明晰に明らかにして下さ
い。」という内容の文書を送付したが、これに対して高石市教
育委員会が、その理由を記述して回答した文書

社会教育課 H30.11.16 H30.11.13 H30.11.14
不存
在

52 H30.11.2

公文書公開請求補正通知書（平成30年10月16日付け高石教委社
第1098号）を送付してきた高石市教育委員会に対して、公文書
公開請求者が平成30年10月18日付けで、「公文書公開請求補正
通知書に係る理由開示請求書」という標題で、同補正通知書に
ついて、「①「補正を要する事項」欄　同欄に「公文書公開請
求書に記載された請求する公文書の件名又は内容は、下欄「補
正の参考となる情報」の該当する可能性のある公文書として示
す「平成30年9月18日付け高石市情報公開審査会答申第57号」
であるか否か判断できません」とする理由の記載がありませ
ん。その理由は何なのでしょうか。それを具体的にかつ明晰に
明らかにして下さい。」という内容の文書を送付したが、これ
に対して高石市教育委員会が、その理由を記述して回答した文
書

社会教育課 H30.11.16 H30.11.13 H30.11.14
不存
在



番号 受理日 請求内容 公文書件名 所管課 期限 決定日 通知日 決定 条文 公開日

53 H30.11.2

公文書公開請求補正通知書（平成30年10月16日付け高石教委社
第1098号）を送付してきた高石市教育委員会に対して、公文書
公開請求者が平成30年10月18日付けで、「公文書公開請求補正
通知書に係る理由開示請求書」という標題で、同補正通知書に
ついて、「②「補正の参考となる情報」欄　同欄に「（該当す
る可能性のある公文書）」が「平成30年9月18日付けの高石市
情報公開審査会答申第57号」との主旨の記載があるが、貴殿が
そのように判断する理由の記載がありません。その理由は何な
のでしょうか。それを具体的にかつ明晰に明らかにして下さ
い。」という内容の文書を送付したが、これに対して高石市教
育委員会が、その理由を記述して回答した文書

社会教育課 H30.11.16 H30.11.13 H30.11.14
不存
在

54 H30.11.5

９月議会（平成30年第3回）一般質問通告書（全部）　同上の
回答内容

質問通告書

議会事務局 H30.11.19 H30.11.15 H30.11.15 公開 H30.11.15

55-1 H30.11.14

指定管理者　事業計画書　様式4-1　4-14　管理運営収支計画
書　様式5-1　図書館の指定管理に関する質問と回答（2団体よ
り56件　それに対する教委の回答）のうち図書館の指定管理に
関する質問と回答（2団体より56件　それに対する教委の回
答）

図書館指定管理者募集質問回答書

社会教育課 H30.11.28 H30.11.27 H30.11.27 公開 H30.11.27

55-2 H30.11.14

指定管理者　事業計画書　様式4-1　4-14　管理運営収支計画
書　様式5-1　図書館の指定管理に関する質問と回答（2団体よ
り56件　それに対する教委の回答）のうち指定管理者　事業計
画書　様式4-1　4-14　管理運営収支計画書　様式5-1

高石市立図書館（本館及び分館）指定管理
者提出書類中
指定管理者事業計画書　様式4-1～4-14
管理運営収支計画書（平成31年度～平成35
年度）様式第5-1 社会教育課

H30.11.28
延長

H30.12.13
H30.12.13 H30.12.13 公開 H30.12.14

56 H30.11.15

8月9日土岐市　行政視察の内容、質疑、諸費用 土岐市議会議会運営委員会行政視察

議会事務局 H30.11.29 H30.11.28 H30.11.28 公開 H30.11.30



番号 受理日 請求内容 公文書件名 所管課 期限 決定日 通知日 決定 条文 公開日

57 H30.12.13

「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業業務委託料精算書
全て

・平成29年度「我が事・丸ごと」の地域づ
くり推進事業業務委託料精算書（高石都市
開発株式会社分、社団法人高石市社会福祉
協議会分）
・平成29年度「我が事・丸ごと」の地域づ
くり推進事業決算書（高石都市開発株式会
社分、社団法人高石市社会福祉協議会分）

社会福祉課 H30.12.27 H30.12.27 H30.12.27
部分
公開

7-1
7-4

H31.1.7

58-1 H30.12.18

市立図書館指定管理者（TRC)のH28年度の指定管理と自主事業
の決算が分かる文書。H29年度の指定管理と自主事業の決算が
分かる文書。H28年度、H29年度の人件費等支出の項目全てにお
いて、月々の金額が分かる文書。本社管理費の計算根拠と全国
的の施設における本社管理費の実態の分かる文書。
のうちH28年度の指定管理と自主事業の決算が分かる文書。H29
年度の指定管理と自主事業の決算が分かる文書。

市立図書館指定管理者(TRC)の
収支報告書(平成28年度)(平成29年度)
自主事業報告書(平成28年度)(平成29年度)

社会教育課 H31.1.1 H30.12.27 H30.12.27 公開 H30.12.28

58-2 H30.12.18

市立図書館指定管理者（TRC)のH28年度の指定管理と自主事業
の決算が分かる文書。H29年度の指定管理と自主事業の決算が
分かる文書。H28年度、H29年度の人件費等支出の項目全てにお
いて、月々の金額が分かる文書。本社管理費の計算根拠と全国
的の施設における本社管理費の実態の分かる文書。
のうちH28年度、H29年度の人件費等支出の項目全てにおいて、
月々の金額が分かる文書。本社管理費の計算根拠と全国的の施
設における本社管理費の実態の分かる文書。

社会教育課 H31.1.1 H30.12.27 H30.12.27
不存
在

59 H30.12.18

市立図書館指定管理における第1期（H28年度～30年度）の募集
要項と仕様書の一切。TRCの応募申請書の全部。同第2期（H31
年度～35年度）の募集要項と仕様書の一切。TRCの応募申請書
の全部。H28年度、H29年度、H30年度の当初の予算書の全部。

高石市立図書館指定管理者募集要項（平成
28年度）（平成31年度）
高石市立図書館指定管理者業務仕様書（平
成28年度）（平成31年度）
指定管理者指定申請書（平成28年度）（平
成31年度）
収支報告書（平成28年度）（平成29年度）
（平成30年度）

社会教育課 H31.1.1 H30.12.27 H30.12.27
部分
公開

7-1
7-4
8-1

H30.12.28



番号 受理日 請求内容 公文書件名 所管課 期限 決定日 通知日 決定 条文 公開日

60 H30.12.18

学校ICT化に関連する予算とその決算の全文書。機器購入・
リース等業者との契約に関する一切の文書。競争入札、見積り
合わせ、随契別に。大塚商会に支払った各年度毎の全額が分か
る文書。

・物品購入契約書【タブレット端末の購入
（教育指導課）】
・物品購入契約書【タブレット端末の購入
（教育総務課）】
・物品購入契約伺書・発注書
・高石市立小中学校ICT整備事業賃貸借契約
書（長期継続契約）
・学校ICT機器等保守点検業務委託契約書
（平成28年度分）
・学校ICT機器等保守点検業務委託契約書
（平成29年度分）
・学校ICT機器等保守点検業務委託契約書
（平成30年度分）

教育総務課
H31.1.1
延長

H31.1.7
H31.1.7 H31.1.7

部分
公開

7-1
7-4

H31.1.9

61 H30.12.27

平成30年8月19日付けの審査請求書の事件に係る・審査請求人
の反論書(2)［注：平成30年10月1日付け］に対して、処分庁で
ある高石市教育委員会が反論を記述して弁明した文書 社会教育課 H31.1.10 H31.1.10 H31.1.10

不存
在

62 H31.1.8

　平成30年11月7日付けで高石市の住民である審査請求人が高
石市教育委員会に対して、「平成30年10月4日に行われた口頭
意見陳述の際に発せられた行政不服審査法第31条に基づく［質
問5］に対する正答の要求書」という標題で、以下のような内
容、すなわち、「上記の［質問5］に対する貴殿からの回答
（平成30年10月17日付け・高石教委社第1108号）は、以下の如
く誤り（誤答）です。①＜反対解釈とは、「反対に解釈するも
の」である。＞との貴殿の回答は、「反対解釈」という漢語を
訓読体に変えたもの、即ち「反対ニ解釈スルモノ」に過ぎず、
「反対解釈」の定義がいかなるものか、に対する答になってい
ません。②＜「公文書を特定するに足りる事項の記載でないと
判断したもの以外は、特段の事情の無い限り公文書を特定する
に足りる事項の記載であるということである。」＞との貴殿の
回答は、既に審査請求人の反論書(3)［注：平成30年10月4日付
け］の中で、誤りであることが論証されています（注：貴殿は
それに反論しませんでした。）。　以上により、貴殿に上記の
［質問5］に対する正しい回答（正答）を求めます。」の如き
内容の要求書を送付したが、これに対して高石市教育委員会が
当該審査請求人に回答した文書

社会教育課 H31.1.22 H31.1.22 H31.1.22
不存
在



番号 受理日 請求内容 公文書件名 所管課 期限 決定日 通知日 決定 条文 公開日

63 H31.1.8

平成30年11月8日付けで高石市の住民である審査請求人が高石
市教育委員会に対して、
「平成30年6月22日に行われた口頭意見陳述の際に発せられた
行政不服審査法第31条に基づく［質問2］(注)に対する正答の
要求書」という標題で、以下のような内容、すなわち、
「上記の［質問2］に対する貴殿からの回答（平成30年7月9日
付け・高石教委社第573号）
の中の「実施機関の見解を求めるものについては公文書を特定
するに足りる事項の記載でないと判断している。」とするとこ
ろは誤りです。そのことを審査請求人は平成30年5月16日付け
の審査請求書の事件に於ける反論書(4)と反論書(5)の中で論証
しただけでなく、平成30年8月19日付けの審査請求書の事件に
於ける反論書(2)の中でも論証しました。これらに対して貴殿
は反論しませんでした。
　以上により、貴殿に上記の［質問2］に対する正しい回答
（正答）を求めます。
(注):［質問2］の要旨は、「公文書公開請求書」の中の請求す
る公文書の内容を読んで、＜それが公開請求に係る公文書を特
定するに足りる事項の記載であるか否か＞を判断する際の判断
基準はいかなるものか、である。
」
の如き内容の要求書を送付したが、これに対して高石市教育委
員会が当該審査請求人に回答した文書

社会教育課 H31.1.22 H31.1.22 H31.1.22
不存
在

64 H31.1.8

平成30年11月11日付けで高石市の住民である審査請求人が高石
市教育委員会に対して、
「平成30年1月11日に行われた口頭意見陳述の際に発せられた
行政不服審査法第31条に基づく［質問6］に対する・審査請求
人に規定した所定の形式での回答の要求書」という標題で、以
下のような内容、すなわち、
「上記の［質問6］に対する・貴殿からの・＜審査請求人の規
定した所定の形式＞で回答した文書は存在しません。
　そのことは貴殿の認めるところです（注：平成30年11月5日
付け・高石教委社第1173号による「公文書不存在による非公開
決定通知書」参照）。
　以上により、貴殿に上記の［質問6］に対する＜審査請求人
の規定した所定の形式＞での回答を求めます。
」
の如き内容の要求書を送付したが、これに対して高石市教育委
員会が当該審査請求人に回答した文書

社会教育課 H31.1.22 H31.1.22 H31.1.22
不存
在



番号 受理日 請求内容 公文書件名 所管課 期限 決定日 通知日 決定 条文 公開日

65 H31.1.28

高石市立図書館指定管理者業務報告書　H28、29年度分収支報
告書の講師謝礼の内訳の分かる資料

高石市立図書館指定管理者業務報告書
H28.29年度分　収支報告書の講師料明細

社会教育課 H31.2.11 H31.1.31 H31.1.31 公開 H31.1.31

66 H31.2.4

平成30年5月16日付けの審査請求書の事件に係る・審査請求人
の反論書(4)［注：平成30年8月6日付け］及び反論書(5)［注：
平成30年8月14日付け］に対して、処分庁である高石市教育委
員会が反論を記述して弁明した文書 社会教育課 H31.2.18 H31.2.13 H31.2.13

不存
在

67 H31.2.5

光明池土地改良区と高石市の災害時に関する協定書 大規模災害時における農業用水を活用した
防災活動に関する協定 危機管理課 H31.2.19 H31.2.19 H31.2.19 公開 H31.2.21

68 H31.2.12

平成27年度より平成30年度（現時点まで）の市長の出張に関し
て日付と行き先と旅費の分かるもの

平成27年度から平成30年度（平成30年11月
14日出張分）までの支出負担行為兼支出命
令書、旅費請求書、精算報告書 秘書課

H31.2.26
延長

H31.3.13
H31.3.13 H31.3.13 公開 H31.3.13

69 H31.2.13

＜平成30年3月20日付けの高石市教育委員会名の公文書非公開
決定通知書（高石教委社第2018号）＞を原因文書とする平成30
年5月16日付けの審査請求についての裁決書（平成30年10月26
日付け・高石教委社第1147号）に係る裁決に関与した者すべて
及びその所属と職名と氏名のわかる文書すべて

「審査請求(H30.5.16)に係る「裁決書」に
ついて」の起案用紙

社会教育課 H31.2.27 H31.2.19 H31.2.19 公開 H31.2.20

70 H31.2.13

高石市自転車駐車場（高石駅東・高石駅第1・高石駅第2自転車
駐車場）指定管理者募集　平成28年度　事業計画書　収支予算
書　選定された業者の分

高石市立高石駅前自動車駐車場
高石駅東側自転車駐車場3施設指定管理者募
集要項 土木公園課 H31.2.27 H31.2.27 H31.2.27

部分
公開

7-1
7-4

H31.2.27

71 H31.2.13

高石市自転車駐車場（高石駅東側3施設をのぞく）指定管理者
募集にともなう　平成28年度　事業計画書　収支予算書　選定
された業者の分

高石市自転車駐車場（高石駅東側3施設を除
く）指定管理者募集要項

土木公園課 H31.2.27 H31.2.27 H31.2.27
部分
公開

7-1
7-4

H31.2.27

72 H31.2.15

立地適正化計画の都市機能誘導区域及び居住誘導区域のＧＩＳ
で使えるシェープデータ

都市機能誘導区域シェープデータ、居住誘
導区域シェープデータ 都市計画課 H31.3.1 H31.2.19 H31.2.19 公開 H31.2.19

73 H31.2.18
平成29年度　ふるさとの川整備工事（その５）の設計書及び添
付書類一式

設計書、仕様書、図面
連立街路河川課 H31.3.4 H31.3.4 H31.3.4

部分
公開

7-3 H31.3.5

74 H31.2.20

高石市公共下水道ストックマネジメント計画点検調査業務委託
（管路施設）入札結果報告書　予定価格調書

入札結果報告書
予定価格調書 上下水道課 H31.3.6 H31.2.26 H31.2.26 公開 H31.2.26



番号 受理日 請求内容 公文書件名 所管課 期限 決定日 通知日 決定 条文 公開日

75 H31.3.1

＜平成31年1月4日付けの審査請求＞に係る＜平成30年10月8日
付けの公文書公開請求＞に対して実施機関である高石市教育委
員会が公文書公開請求者に送付した「公文書公開請求補正通知
書」であって、補正を要する事項欄に「公文書公開請求書の記
載だけでは、解釈が分かれる余地がある」という記載又は「公
文書公開請求書の記載だけでは、内容が不明確である」という
記載のある公文書公開請求補正通知書

社会教育課 H31.3.15 H31.3.7 H31.3.7
不存
在

76 H31.3.8

＜平成30年5月16日付けの審査請求＞に係る高石市情報公開審
査会の答申書であって、「審査会の判断」の項に於いて、＜本
件請求内容が実施機関の見解を求めるものであるから公文書を
特定する事項の記載が無いとした実施機関の判断には、一定の
合理性があるという記述（以下「主張Ｐ」という。）＞の前又
は後に、主張Ｐの理由の記載のある答申書

社会教育課 H31.3.22 H31.3.18 H31.3.18
不存
在

77 H31.3.11

高石市教育委員会の作成した弁明書（平成31年1月25日付け・
高石教委社第1583号）の2頁に「本件補正通知には、本件請求
内容が対象文書であるか否か判断できなかったといった理由を
明確に記載し」という記載があるが、当該＜本件請求内容が対
象文書であるか否か判断できなかったといった理由を明確に記
載した本件補正通知(書)＞。但し、本件請求内容が対象文書で
あるか否か判断できなかったといった理由の記載のない補正通
知書を除く。

社会教育課 H31.3.25 H31.3.18 H31.3.18
不存
在

78 H31.3.15

平成31年2月26日付けで高石市の住民である審査請求人が高石
市教育委員会に対して、「「口頭による意見陳述における質問
の回答について」という標題の回答文書（注：平成31年2月19
日付け・高石教委社第1733号）に係る補正要求書」という標題
で、以下のような内容、すなわち、「標記の回答文書の［質問
1］の回答の中に下記の記載がある。
　本件請求内容にある「理由や根拠の記載」の部分が、「解釈
が分かれる余地がある」
　しかし、上記の記載だけでは、具体的にどのように解釈が分
かれるのか、その内容が不明確であり、「解釈が分かれる余地
がある」の内容を特定するに足りない、即ち、不備がある。
　そこで、平成31年3月12日までに、＜具体的にどのように解
釈が分かれるのかの内容＞を明記した補正文書の送付を求めま
す。」
の如き内容の要求書を送付したが、これに対して高石市教育委
員会が当該審査請求人に回答した文書

社会教育課 H31.3.29 H31.3.28 H31.3.28
不存
在



番号 受理日 請求内容 公文書件名 所管課 期限 決定日 通知日 決定 条文 公開日

79 H31.3.15

＜平成31年1月4日付けの審査請求＞に係る高石市教育委員会の
弁明書であって、「弁明の理由」の項目立てに於いて＜本件
［公開］請求内容にある「理由や根拠の記載」の部分が、「解
釈が分かれる余地がある」こと＞の内容が明確に記載された弁
明書

社会教育課 H31.3.29 H31.3.28 H31.3.28
不存
在

80 H31.3.22

＜平成31年1月4日付けの審査請求＞に関する弁明書（平成31年
1月25日付け・高石教委社第1583号）において「本件補正通知
には、本件請求内容が対象文書であるか否か判断できなかった
といった理由を明確に記載し」という記載（以下「本件記載」
という。）をし、公文書不存在による非公開決定通知書（平成
31年3月18日付け・高石教委社第1881号）において＜本件記載
に係る補正通知書については、作成しておりません＞とする高
石市教育委員会であるが、＜平成31年1月4日付けの審査請求＞
に係る高石市教育委員会の補正通知書であって、「本件請求内
容が対象文書であるか否か判断できなかった」とする理由を記
載していない補正通知書

社会教育課 H31.4.5 H31.4.1 H31.4.1
不存
在

81 H31.3.28

＜平成30年5月16日付けの審査請求＞に係る高石市情報公開審
査会の答申書であって、「審査会の判断」の項目立てに於い
て、＜本件請求内容が実施機関の見解を求めるものであるから
公文書を特定する事項の記載が無いとした実施機関の判断に
は、一定の合理性がある＞とする理由や根拠の記載のある答申
書

社会教育課 H31.4.11 H31.4.1 H31.4.1
不存
在

82 H31.3.29

平成30年7月1日から30年12月31日までに付定のあった高石市住
居表示に関する条例第3条・同規則に基づく住居表示実施地区
の新築届、付番通知書等、新設物件の付定日（受付日）・町
名・住居番号・地番の明記されている資料（氏名部分は必要あ
りません。）下記見本参照(※1)と該当の住居表示台帳又は位
置図（※1との繋がりが分かるよう付定日等明記願います。）
可能であれば電磁的記録を希望します。
代替案1：新築届・付番通知書等、新設物件の付定日（受付
日）・町名・住居番号の明記されている資料（※1）で地番の
ない資料（※2）と該当の住居表示台帳又は位置図（※2との繋
がりが分かるよう付定日等明記願います。）
代替案2：新設建物の付定日・地番のある住居表示台帳
台帳のみの場合、該当の新築の件数を明記願います。
代替案3：新設建物の付定日付のある住居表示台帳
台帳のみの場合、該当の新築の件数を明記願います。

高石市住居表示図、新築届綴の目次

市民課 H31.4.12 H31.4.5 H31.4.5
部分
公開

8-1 H31.4.5



個人情報保護制度

開示請求一覧表

請
求
番
号

受理日 請求内容（開示内容） 所管課 期限 決定日 通知日 　決定　 条文 開示日

1 H30.4.19
平成27年1月1日から平成30年4月19日までの住民
票、印鑑証明書の取得履歴

市民課 H30.5.3 H30.4.23 H30.4.23
部分開

示
15-3 H30.5.24

2 H30.5.17
本人通知があった私の戸籍謄本証明書の請求書
（5/10分)

市民課 H30.5.31 H30.5.23 H30.5.23
部分開

示

15-3
15-4
15-7

H30.5.23

3 H30.5.31 5月10日にあった私の戸籍謄本の請求書 市民課 H30.6.14 H30.6.6 H30.6.6
部分開

示

15-3
15-4
15-7

H30.6.7

4 H30.7.9 母　○○○○の固定資産税減免理由の分かる書類 税務課 H30.7.23 H30.7.23 H30.7.23 開示 H30.7.23

5 H30.7.23
母　○○○○の固定資産税名寄帳（昭和51年から
昭和55年まで）

税務課 H30.8.6 H30.8.6 H30.8.6 開示 H30.8.6

6 H30.8.6
母　○○○○の固定資産税減免関係決裁書類（昭
和56年度、昭和57年度分)

税務課 H30.8.20 H30.8.20 H30.8.20 開示 H30.8.20

7 H30.8.20
母　○○○○の固定資産税減免関係決裁書類（昭
和56年度から平成30年度分)

税務課 H30.9.3 H30.8.29 H30.8.29
部分開

示
15-3 H30.9.4

8 H30.10.22
○○○○が介護認定を初めて申請した日から亡く
なった日までの要介護認定度および有効期間につ
いて

地域包括ケア推進課 H30.11.5 H30.11.1 H30.11.1 開示 H30.11.22

9 H30.12.12
オープンスペース参加表、バンビグループ開室及
び出席状況表　家庭訪問記録、懇談記録、個人記
録の内長女○○の記載されたもの

子育て支援課 H30.12.26 H30.12.20 H30.12.20
部分開

示
15-3
15-6

H30.12.28

10 H30.12.12 健診の記録、母と子の関わりがわかる資料 地域包括ケア推進課 H30.12.26 H30.12.20 H30.12.20 開示 H30.12.28

11 H31.1.17 私の平成31年度選考基準表 子育て支援課 H31.1.31 H31.1.23 H31.1.23 開示 H31.1.24
訂正請求一覧表

訂正請求はありませんでした。

利用停止請求一覧表

利用停止請求はありませんでした。



情報公開制度

審査請求一覧表

（前年度からの繰越分）

番号
請求
番号

受理日
諮問
番号

請求内容 公文書件名 所管課 決定 諮問日 答申日 答申内容
審査請求
に対する
決定日

審査請求
に対する

決定
備考

1
H29
115

H30.2.22 77

＜「平成28年6月27日付けの高石市教育委員会に対する行
政不服審査法に基づく審査請求」に係る弁明書＞で、その
中に下記のいずれかの語句の記載のある弁明書　記
「請求する文書」「合致する文書」[注記：実施機関は上
記の請求内容を厳密に解釈して公開決定等を行って下さ

社会教育課 非公開 H30.3.27 H30.5.9 決定は妥当 H30.5.31 棄却

（平成30年度分）

番号
請求
番号

受理日
諮問
番号

請求内容 公文書件名 所管課 決定 諮問日 答申日 答申内容
審査請求
に対する
決定日

審査請求
に対する

決定
備考

1
H29
141 H30.5.16 78

平成30年1月11日に＜平成29年12月13日付けの審査請求に
係る事件＞に関して、行政不服審査法第31条第5項に基づ
き、処分庁である高石市教育委員会に対して複数の質問が
発せられたが、そのうちの[質問6]に対して、同委員会が
所定の形式で回答した文書

社会教育課 非公開 H30.6.7 H30.9.18 決定は妥当 H30.10.26 棄却

2
H30
30

H30.8.20 79

行政不服審査法第31条第5項の規定に基づく質問が平成30
年6月22日に処分庁である高石市教育委員会に発せられ、
後日処分庁は文書で回答したが、[質問2]について回答も
れがあったので、高石市の住民が平成30年7月16日付けで
高石市教育委員会に対して、「「公文書公開請求書」の中
の請求する公文書の内容が、公文書を特定するに足りる事
項の記載であると貴殿が判断する場合の判断基準はいかな
るものかについて（照会）」という標題の照会文書を提出
したところ、高石市教育委員会がその判断基準を明記して
当該市民に回答した文書

社会教育課 不存在 H30.9.12 H30.11.2 決定は妥当 H30.12.11 棄却

3
H30
44

H31.1.4 80

＜平成30年5月16日付けの審査請求＞に係る高石市情報公
開審査会の答申書であって、「審査会の判断」の項目立て
に於いて、＜本件請求内容が実施機関の見解を求めるもの
であるから公文書を特定する事項の記載が無いとした実施
機関の判断には、一定の合理性がある＞とする理由や根拠
の記載のある答申書

社会教育課 非公開 H31.1.25 H31.3.4 決定は妥当 H31.3.22 棄却



個人情報保護制度

審査請求一覧表

期間中に審査請求はありませんでした。

行政不服審査制度

審査請求（情報公開制度及び個人情報保護制度を除く。）一覧表

番号 審査請求内容 審査庁 諮問日 答申日
審査請求
に対する
裁決日

審査請求
に対する
裁決日

審査請求
に対する

裁決
備考

1
高石市教育部子育て支援課が平成31年1月25日に行った児
童福祉法第24条第3項の規定による利用調整決定を取り消
すとの決定を求める。

市長
令和元年
度へ繰越

2
高石市政策推進部税務課が平成31年1月16日に行った平成
28年度市民税・府民税納税通知書兼変更決定決議を取り消
すとの決定を求める。

市長
令和元年
度へ繰越

受理日

H31.2.27

H31.3.11


